
大阪市中学生国際交流事業実行委員会

1 名称
令和8年度　大阪市中学生国際交流事業（オーストラリア派遣）にかかる渡航及
び現地活動諸手続業務

2 数量・特質・納入期限・納入場所 別紙仕様書のとおり

1 掲示日 令和8年3月12日（木）

2 受付開始日 令和8年3月19日（木）午前10時から

3 入札参加申請締切日 令和8年3月26日（木）午後5時まで

4 指名・非指名通知日

令和8年3月30日（月）午後1時30分から
※大阪市中学生国際交流事業実行委員会　事務局にて交付する。電話等によ
る指名通知の連絡は行わない。ただし、指名しない場合は同日付の午前中に理
由を付して通知する。

5 入札日時 令和8年4月6日（月）　午前10時
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1 申請書類
①入札参加申請書②旅行業法第３条に定める登録を受けていることがわかるも
の（写し）③研修実績調書④誓約書

2 申請書類の交付日時・場所
令和8年3月12日（木）午前9時以降
大阪市中学生国際交流事業実行委員会　事務局　又は、
大阪市ＰＴＡ協議会ホームページからもダウンロード可

3 受付期間 令和8年3月19日（木）午前10時から令和8年3月26日（木）午後5時まで

4 受付場所 大阪市中学生国際交流事業実行委員会　事務局まで持参すること

入札執行場所 大阪市中学生国際交流事業実行委員会　事務局

大阪市中学生国際交流事業実行
委員会　事務局

〒540-0006  大阪市中央区法円坂1-1-18　大阪市教育会館７階（大阪市ＰＴＡ協
議会事務局内）
電話：０６－６９４２－０６１０
E-mail：osksipta@crest.ocn.ne.jp（※問合せはE-mailで行うこと）
受付時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時
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契約保証人不要

公正・公平な入札・契約の確保が困難と判断できる事由がある場合、入札の無効、中止の取扱いを行うことがある。

大阪市中学生国際交流事業  入札の執行について

入札に付する事項

日程

入札参加資格

旅行業法第３条に定める登録を受けていること

大阪市入札有資格者（13その他代行　01旅行）であるか、または、審査時において、引き続いて１年以上、旅行業務
を行っており、かつ納税義務者にあっては、法人税、消費税及び地方消費税、法人の市町村民税及び固定資産税
を完納していること

過去10年以内に学校や自治体、教育委員会を単位として、中学生・高校生10名以上を対象とした海外における総
合的な研修を実施したことがあること

万一事故が発生した場合、ただちに現地において社員が対応できること

入札参加申請書等の交付場所、受付期間及び場所

入札執行場所

令和8年3月12日

その他事項


